
急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

かかりつけの医師がいる

受診する医療機関が分かる

かかりつけの医師がいる者は、ボ ヽ 話で

問い合わせて、受診時間等の指示に従う。そ
の医療機関での診療が困難であると判断さ

れた場合は、発熱外来機能を有する医療機
関の紹介を受ける。

原則として全ての一般医・・A機関が対応する。
ただし、発熱外来機能・ を徹底。

入院の必要性の判断
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軽快退院

症状増悪

●発轟外来楓鮨  発熱患者とその他の憲者について受診待ちの区域を分ける、診療時間を分けるなど、院内感
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急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

基礎疾患等のある患者は、まず、かかりつけ
の医師に電話で問い合わせて、受診時間等
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にするかを決めておくことが望ましい。・

E晃じL悪含原累灘m、が対応する。

入院の必要性の判断

速やかに抗インフルエン

ザウイルス菜を投与する
また重症化するおそれ
ある者にはPCR実施

必要に応じて

紹介

1)基礎疾患等
ここでいう基礎疾患等とは、新

型インフルエンザに罹患するこ

とで重症化するリスクが高いと

考えられている者をいう(ハイリ

スク者)。

通常のインフルエンザでの経

験に加え、今回の新型インフル

エンザについての海外の知見

により、以下の者が該当すると

考えられる。

妊婦、幼児、高齢者:慢性呼

吸器疾患“慢性心疾患“代謝性

疾患(糖尿病等)口 腎機能障害・

免疫機能不全(ステロイド全身

投与等)等を有しており、治療経

過や管理の状況等を勘案して

医師により重症化のリスクが高

いと判断される者。

軽快退院

症状増悪
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電話相談

妊婦に症状を認めた場合、妊婦から妊婦ヘ

の感染を極力避けるため、原則としてかかり
つけ産科医療機関を直接受診することは避け、

発熱外来機能を有した一般医療機関にあら
かじめ電話をしてから受診する。

■

日■ロリ

必要に応じてファクシミリなどによる

妊娠経過の基礎疾患の情報提供

.軽快退院

症状増悪

キ発薇外素機能  発熱患者とその他の患者について受診待らの区域を分l■る、診療時間を分けるなど、院内感

染対策を強化 た外来機能のこと。公共施設や屋外テント等の医療機関以外のところに発熱外

来を設置する必要性は、都道府県が地域の特性に応じて検討する。
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妊婦は、あらかじめ、かかりつけ医師と相談し、

疑う症状が出た際に相談する医療機関を決めて
'おC夜間な
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原則としてすべての一般医療機関が対応する。
ただし、発熱外来機能ネを徹底:



A診療所

ゝ
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(無床のビル診療所で内科・4ヽ児科を標榜)

診療所が空間的に外来患者を分離することの不可能な

設計であり、時間的に発熱患者をその他の患者から分離

する方針を採用した。運用にあたつては、この方式をポス

ターおよびチラシ配布で地域住民に周知し、発熱相談セン

ターを運用する保健所にも連絡した。



B総合病院
(約800床を有する地域の中核医療機関)

救急外来を含めて発熱患者の受診を時間的にコント
・

ロールすることが不可能であり、空間的に発熱患者をそ

の他の患者から分離する方針を採用した。運用にあたつ

ては、入口と受付にポスターを掲示し、トリアージナースが

速やかに発熱患者専用待合エリアに誘導した。

▲
ガラス戸により分離
できるエリアを設置
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